
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

感震ブレーカー設置費用の一部を補助します 

（1）分電盤タイプ（内蔵型・後付型） 

一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007 付 2）の規格に 

適合する構造及び機能を有するもの 

（2）簡易タイプ（おもり玉式・バネ式） 

 おもりの落下、バネの作動等によりブレーカーを切って電気を遮断する機能を有するもの 

 ●補助対象品 

 ●補助対象者  

（1）分電盤タイプ 

（ア）市内で居住している住宅に、分電盤タイプを設置しようとする人 

（イ）市内で居住する住宅を新築するにあたり、分電盤タイプを設置しようとする人、又は設置された 

住宅を購入した人 

（2）簡易タイプ 

市内で居住している住宅に、簡易タイプを設置した人 

 

 

 

（2）簡易タイプ 

市内で居住している住宅に、簡易タイプを設置した人 

●補助金額 ※１世帯につき１個１回限り 

（1）分電盤タイプ（内蔵型・後付型）購入及び設置経費の 1/2（上限 20,000 円） 

（2）簡易タイプ 購入経費の 1/2（上限 2,000 円） 

 ●申請期間 

 日進市 総務部 防災安全課 （市役所 本庁舎２階） 

         TEL：0561-73-3279 FAX：0561-74-0258 

         MAIL：bousai@city.nisshin.lg.jp  

※補助金の詳細な内容や申請書類などは市ホームページをご覧ください。 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（年度内の最終開庁日となります。予算がなくなった時点で受付を終了します。） 



 

●申請方法（令和８年４月１日より受付開始） 

 次の書類を防災安全課に提出してください 

（1）分電盤タイプ（設置前の申請、又は、設置済の住宅購入契約後） 

・日進市感震ブレーカー（分電盤タイプ）設置事業補助金交付申請書 

・見積書、契約書（新築、購入住宅の場合）、製品カタログ等の写し 

（2）簡易タイプ（設置後の申請） 

・日進市感震ブレーカー（簡易タイプ）設置事業補助金交付申請書兼実績報告書 

・購入時の領収書等の写し 

・設置状況が確認できる写真 

申請用紙は市役所２階防災安全課窓口または市ホームページ（https://qr1.jp/vKCIN6）から 

ダウンロードできます。 

 

 

 

 

  

    

  

 


